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〇 昨今の水災害発生時の被害状況を踏まえ、高齢者等の避難困難者が利用する要配慮者利用施設に係る
避難計画や避難訓練の内容について、市町村による適切性の確認や助言・勧告を通じた避難実効性の確保
を図る必要。

【改正概要】
・ 市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者が作成し、市町村に報告するこ
ととされている避難確保措置に関する計画（避難確保計画）について、報告を受けた市町村長による計画内容
に係る助言・勧告制度の創設

・ 要配慮者利用施設の所有者等の実施義務とされている避難訓練について、市町村長への訓練結果の報告
を義務付け、報告を受けた市町村長による訓練内容に係る助言・勧告制度の創設

【要配慮者利用施設の避難確保措置のイメージ】

要配慮者利用施設
（社会福祉施設、学校、医療施設）
※市町村地域防災計画に位置付けられたものに限る

避難確保計画

避難訓練
※ 「避難訓練」に係る
報告を新たに義務付け。

助言・勧告

報告

市町村長

（所有者又は管理者）

水防法改正 要配慮者利用施設の利用者に係る避難確保措置の見直し 令和３年７月１５日施行
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マスター タイトルの書式設定洪水予測の高度化

Before

目指す姿

概要
○令和３年出水期から、国管理の洪水予報河川すべてで、洪水予報の発表の際に６時間先までの水位予測情
報の提供を開始。

○一級水系では、国が中心となり水系・流域が一体となった洪水予測による精度向上や、これに伴う新たな支
川等の予測情報の提供に取り組むとともに、主要な河川において、長時間先の幅をもった水位予測情報を提
供することにより、河川の増水・氾濫の際の災害対応や住民避難を促進。

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

洪水予測の高度化による災害対応や避難行動等の支援

洪水予報では、3時間先まで
の水位予測情報を提供
国管理の洪水予報河川では、

洪水予報の発表の際に、３時間
先までの水位予測情報を提供し

ているところ。

令和３年の出水期から、すべての
国管理の洪水予報河川で、水位予測
に観測水位を同化させ精度の向上を
図った予測モデルに基づき、６時間
先までの水位予測情報を提供。

洪水予報で6時間先までの
水位予測情報を提供

数 先の氾濫の可能性の提供
（ 時間先の 位予測）

After

現在、６時間先まで提供している水位予
測情報について、不確実性の高い長時間
先の水位予測を複数のケースにより幅を
もって示すことで、数日先の氾濫の可能性
の情報を提供し、防災対応の準備のほか、
特にリードタイムが必要となる広域避難等
の判断を支援。

長時間先水位予測情報の対象拡大及び更なる長時間化の技術開発・実装１日半先の試験運用開始

水位予測情報の提供可能河川の拡大中小河川の水位予測技術の開発６時間先水位予測情報

６時間先までの水位予測情報の提供（イメージ）

３時間先までの水位予測情報の提供（イメージ）

 系・流域が 体となった
洪水予測情報の提供
一級水系では国が中心となり、水系・流域が

一体となった洪水予測を行うことで、予測精度
の向上のほか、新たに支川等の予測情報を提供
することで防災対応や避難を支援。

３時間後までの予測では、氾濫危険水
位の超過が見通せないケース。

実装済

流域一体で予測

氾濫警戒情報【警戒レベル３相当】の発表を早めることで、
高齢者等の避難のリードタイムをさらに確保！

令和３年１１月５日 国土交通省インフラ分野のＤＸ推進本部（第４回）より
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1 -7-(1) , -7-(1)

1 -7-(3) , -7-(3)

1 -7-(2) , -7-(2)

HP

12
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1 -8-(1) , -8-(1)

24


